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 浸⽔想定区域（想定最⼤規模）× 要配慮者利⽤施設分布  

・浸⽔想定区域内に要配慮者利⽤施設（社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防
災上の配慮を要する者が利⽤する施設）が 41 施設含まれており、施設利⽤者に被害のお
それがあります。 

 
■⼩畑川・⼩泉川等浸⽔想定区域 

 
 
 
  

居住誘導区域 
( ) 
中⼼拠点型都市機能誘導区域 
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■桂川等浸⽔想定区域 

 
 
 
  

居住誘導区域 
( ) 
中⼼拠点型都市機能誘導区域 
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b）家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸侵⾷） 

 家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸侵⾷）× 建物分布  

・⼩畑川・⼩泉川沿いに河岸侵⾷による家屋倒壊等氾濫想定区域が設定されています。区域
内には、多くの住宅が⽴地しているところがあり、家屋倒壊被害が多く発⽣することが懸
念されます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

家屋倒壊等氾濫想定
区域内に、多くの住
宅が⽴地している 

居住誘導区域 
( ) 
中⼼拠点型都市機能誘導区域 
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② ⼟砂災害のリスク 

 ⼟砂災害特別警戒区域・警戒区域 × 避難場所  

・多くの住宅が建ち並んでいる市街地⻄部には⼟砂災害特別警戒区域・⼟砂災害警戒区域が
指定されている箇所があり、⼤⾬や地震時に⼟砂災害が発⽣するおそれがあります。 

・指定緊急避難場所までの距離が 500ｍ以上の住宅地があります。 
 
 
 
 
 
 
 
  

⼟砂災害警戒区域が
指定されている住宅
地で、かつ⼀部地域
では避難場所 500ｍ
圏外となっている 

居住誘導区域 
( ) 
中⼼拠点型都市機能誘導区域 


